
島 根 県 報
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島根県公印規程（平成元年島根県訓令第�号）第��条の規定に基づき、島根県知事印の印影等を次のとおり告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第�����号 平成��年�月��日 (�)

印 影 新調、改刻又は廃止の別 用 途 使用開始又は廃止年月日

廃止 自動車税の納税証明書専用 平成��年	月
�日

� �

� �

公印の印影等 （総 務 課） �

介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事 （高齢者福祉課） �

業者の指定

青少年に販売等してはならない図書類 （青少年家庭課） �

島根県青少年の健全な育成に関する条例第�条第項第	号の規定に基づく図書 （ 〃 ） 


類の製作又は販売を行う者で構成する団体の指定

青少年に観覧させてはならない興行 （ 〃 ） 


新規種雄牛造成に係る報償金の支出事務の委託 （農畜産振興課） �

保安林の指定の解除 （森 林 整 備 課） �

保安林予定森林 （ 〃 ） �

漁港の指定内容の変更 （漁港漁場整備課） �

大規模小売店舗立地法の規定による大規模小売店舗に係る事項の変更の届出 （経 営 支 援 課） �

� �

開発行為に関する工事の完了（件） （都 市 計 画 課） �

���

平成��年度島根県職員採用大学卒業程度試験の実施 �

���

あっせん員候補者の公示 ��

� �

平成��年	月��日付け島根県報第�����号中 （市 町 村 課） ��

����������������������������������������������������
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平成��年�月��日 (金)

� ������
(毎週火・金曜日発行)
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介護保険法（平成�年法律第���号）第��条第�項及び第��条第�項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者及び指

定介護予防サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第�	条第�号及び第���条の�第�号の規定により告示す

る。

平成�
年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

���������


島根県青少年の健全な育成に関する条例（昭和��年島根県条例第��号）第条第�項の規定に基づき、次の図書類を青

少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない図書類として指定したので、同条例第��条の規定により告示する。

平成�
年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第��	�	号 平成�
年�月��日(�)

廃止
病院開設者としての知事が行う申
請、報告等に係る文書専用

平成�
年�月��日

廃止
病院開設者としての知事が行う申
請、報告等に係る文書専用

平成�
年�月��日

事業者の名称 指定した事業 事業所の名称 事業所の所在地
指 定
年月日

財団法人 厚生年金事業
振興団

通所リハビリテーショ
ン 玉造厚生年金病院 通所

リハビリテーション
松江市玉湯町湯町�－�

平成�
年
�月�日介護予防通所リハビリ

テーション

社団法人 安来市医師会

訪問リハビリテーショ
ン 介護老人保健施設 コス

モス苑
安来市伯太町安田����番
地�

平成�
年
�月�日介護予防訪問リハビリ

テーション

指定番号 種 類 図 書 名 称 発行・出版社名 指定の理由

��
�� 雑誌 危険な愛体験����������� �月号 ㈲つり案内社 青少年の性的感情を

著しく刺激し、粗暴性��
�� 雑誌 衝撃の体験告白 ����年�月号 ㈲つり案内社
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島根県青少年の健全な育成に関する条例（昭和��年島根県条例第��号）第�条第�項第�号の規定に基づき、次の団体

を図書類の製作又は販売を行う者で構成する団体として指定したので、同条例第��条の規定により告示する。

平成�	年
月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

���������


島根県青少年の健全な育成に関する条例（昭和��年島根県条例第��号）第��条第�項の規定に基づき、次の興行を青少

年に観覧させてはならない興行として指定したので、同条例第��条の規定により告示する。

平成�	年
月��日

第����号 平成�	年
月��日 (�)

��	�� 雑誌 ヤバ裏ッ！���������
㈱オデッセウス

出版

を著しく助長し、又は

残虐性を助長し、その

健全な育成を阻害する

おそれがある。
��	�	 雑誌

������������ 公式ビジュアルファン

ブック

㈱エンターブレ

イン

団 体 の 名 称

団体が、図書類について青少年に見せ、読ませ、又は聞かせ

ることが不適当であると認めた場合において、その旨を一般

に周知する方法

特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメ

ントレーティング機構

次の例により、図書類の包装の表面に印刷することにより表

示する。

コンピュータソフトウェア倫理機構 次の例により、図書類の包装の表面に印刷したものをはり付

けることにより表示する。

日本ビデオ倫理協会 次の例により、図書類の表面に印刷すること、及びその包装

の表面に印刷したものをはり付けることにより表示する。
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島根県知事 溝 口 善兵衛

���������	

地方自治法施行令（昭和��年政令第��号）第���条の�第�項の規定により、新規種雄牛造成に係る報償金の支出事務

を平成��年�月�	日から松江市殿町��番地�社団法人島根県畜産振興協会に委託したので、島根県会計規則（昭和
�年島

根県規則第��号）第��条の�第�項の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第��	�号 平成��年�月��日(�)

指定番号 種 類 題 名 配給会社名 指定の理由

����	 映画 ���レイパー 暴行の餌食 オーピー映画 青少年の性的感情

を著しく刺激し、粗

暴性を著しく助長

し、又は残虐性を助

長し、その健全な育

成を阻害するおそれ

がある。

����� 映画 婚前乱交 花嫁は牝になる 新東宝映画

����� 映画 ロリ作家 おねだり萌え妄想 オーピー映画

���
� 映画 変態の恋・蝶 整形美容妻 新日本映像

���
� 映画
毛皮のエロス ダイアン・アーバス幻想のポー
トレイト

ギャガ・コミュニ
ケーションズ

���
� 映画
新日本映像ニュース〈変態の恋・蝶 整形美容
妻〉

新日本映像

���

 映画 女医の裏顔 覗かれた秘め事 オーピー映画

���
� 映画
ゼロウーマンＲ ～警視庁�課の女 欲望の代
償～

新東宝映画

���
� 映画 続・昭和エロ浪漫 一夜のよろめき オーピー映画

���
� 映画 老人と美人ヘルパー 助平な介護 新日本映像

���
	 映画 女引越し屋 汗ばむ谷間 オーピー映画

���
� 映画
新日本映像ニュース〈老人と美人ヘルパー 助
平な介護〉

新日本映像

���
� 映画 理容店の女房 夜這い寝間 新日本映像

����� 映画 奴隷 新東宝映画

����� 映画 未亡人温泉 女湯でうなぎ昇り オーピー映画

����� 映画 社長秘書 巨乳セクハラ狩り オーピー映画

����
 映画 近所の人妻 熟れた白昼不倫 オーピー映画

����� 映画
新日本映像ニュース〈理容店の女房 夜這い寝
間〉

新日本映像

����� 映画 性欲診察 白衣のままで 新東宝映画

����� 映画 密通恋女房 夫の目の前で���義父に 新日本映像

����	 映画 ノーパンパンスト痴女 群がる痴漢電車 新日本映像

����� 映画 寂しい時は抱きしめて
ＡＭＧエンタテイ
ンメント

����� 映画
新日本映像ニュース〈密通恋女房 夫の目の前
で���義父に〉

新日本映像

����� 映画
新日本映像ニュース〈ノーパンパンスト痴女
群がる痴漢電車〉

新日本映像
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森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により保安林の指定を解除するので、同法第��条第�項にお

いて準用する同条第�項の規定により告示する。

平成	�年
月		日

島根県知事 溝 口 善兵衛

�� 解除に係る保安林の所在場所

浜田市河内町����－�、����－から����－
まで

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

道路用地とするため

�� 解除に係る保安林の所在場所

浜田市河内町����－�

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

指定理由の消滅

���������


次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法（昭和��年法律第���号）第��条の規定により告示す

る。

平成	�年
月		日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 保安林予定森林の所在場所

江津市桜江町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 指定の目的

水源のかん養

 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

（ ｢次の図｣ 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び江津市役所に備え置いて縦覧に供

する。）

���������


漁港漁場整備法（昭和��年法律第	��号）第�条第
項の規定に基づき、知夫漁港の所在地並びに区域の水域及び陸域

第	����号 平成	�年
月		日 (�)
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の表示を次のように変更する。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 所在地

隠岐郡知夫村

� 水域

（知夫地区）

次のア点からチ点までを順次結んだ線及び陸岸に囲まれた海面

ア点 北緯 ��度��分	�秒	

�

東経���度�	分��秒
��


イ点 北緯 ��度��分��秒�	��

東経���度�	分��秒
��

ウ点 北緯 ��度��分�
秒��		

東経���度�	分��秒���	

エ点 北緯 ��度��分�	秒���

東経���度�	分	�秒����

オ点 北緯 ��度��分�
秒����

東経���度�	分��秒����

カ点 北緯 ��度��分��秒	�



東経���度�	分�秒����

キ点 北緯 ��度��分�秒	��

東経���度�	分�	秒�	�

ク点 北緯 ��度��分	�秒����

東経���度�	分�	秒��
�

ケ点 北緯 ��度��分��秒��
�

東経���度�	分��秒
���

コ点 北緯 ��度��分��秒����

東経���度�	分��秒�
�	

サ点 北緯 ��度��分�秒�
�

東経���度�	分��秒�
��

シ点 北緯 ��度��分��秒	


東経���度�	分��秒	��

ス点 北緯 ��度��分��秒���

東経���度�	分��秒����

セ点 北緯 ��度��分��秒		�


東経���度�	分��秒��

ソ点 北緯 ��度��分�
秒��


東経���度�	分��秒	�	�

タ点 北緯 ��度��分��秒��
�

東経���度�	分��秒����

チ点 北緯 ��度��分��秒��
�

東経���度�	分��秒����

（仁夫里地区）

第��

号 平成��年�月��日(�)
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次のア点からキ点までを順次結んだ線及び陸岸に囲まれた海面

ア点 北緯 ��度��分��秒����

東経���度��分��秒	���

イ点 北緯 ��度��分�	秒��
�

東経���度��分	
秒����

ウ点 北緯 ��度��分��秒����

東経���度��分	�秒����

エ点 北緯 ��度��分��秒
���

東経���度��分	�秒�

�

オ点 北緯 ��度��分��秒���


東経���度��分	�秒��	�

カ点 北緯 ��度��分��秒����

東経���度��分	�秒�	��

キ点 北緯 ��度��分��秒���


東経���度��分��秒�
��

� 陸域

（知夫地区）

水域の欄に規定するア点からチ点までを順次結んだ線、同欄に規定するチ点とア点を結んだ線及び水際線により囲ま

れた地域並びに水域内の島しょ

（仁夫里地区）

水域の欄に規定するア点からキ点までを順次結んだ線、同欄に規定するキ点とア点を結んだ線及び水際線により囲ま

れた地域並びに水域内の島しょ

��������	


大規模小売店舗立地法（平成��年法律第
�号）第�条第項の規定による届出があったので、同条第�項において準用

する同法第�条第�項の規定により次のとおり告示する。

なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について

意見を有する者は、この告示の日から�月以内に、次の�に定めるところにより意見を述べることができる。

平成�
年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ディオ安来店 島根県安来市飯島町字藤木���番地

� 大規模小売店舗を設置する者の名称、代表者の氏名及び住所

大和リース株式会社 代表取締役 梶本 六夫 大阪市中央区農人橋二丁目番��号

� 変更した事項

ア 大規模小売店舗の建物設置する者の名称

（変更前） 大和工商リース株式会社

代表取締役 梶本 六夫

大阪市中央区農人橋二丁目番��号

（変更後） 大和リース株式会社

代表取締役 梶本 六夫

第�����号 平成�
年�月��日 (�)
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大阪市中央区農人橋二丁目�番��号

� 変更の年月日

平成��年�月�日

� 届出年月日

平成��年�月�	日


 届出及び添付書類の縦覧場所

安来市地域振興部商工観光課（島根県安来市安来町���－�）

� 意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等

� 意見書の提出先

松江市殿町�番地 島根県商工労働部経営支援課

� 意見書に記載すべき事項

ア 氏名及び住所（団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地）

イ アの記載事項についての公表の意思の有無

ウ 意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地

エ 意見の内容

オ 意見を述べる理由

� その他

意見書に記載する氏名は、自署によること。

� �

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和�年法律第���号）第��条第
項の規定により公告す

る。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 開発区域

安来市赤江町字東川原広����番


面積 	�����平方メートル

� 開発許可を受けた者の住所及び氏名

安来市赤江町���番地

遠藤 民子

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和�年法律第���号）第��条第
項の規定により公告す

る。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 開発区域

簸川郡斐川町大字上直江��	番、����番�、��	�番、����番、���番
、���番�、���番
、��	�番�、��	番

�、��	番��の一部、��	番��(�工区)

面積 ��������平方メートル

� 開発許可を受けた者の住所及び氏名

第�����号 平成��年�月��日(�)



島 根 県 報

簸川郡斐川町大字上直江����番地

株式会社 出雲村田製作所

代表取締役社長 井上 純

� � � � � � �

�	
���������

地方公務員法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき、平成�	年度島根県職員採用大学卒業程度試験を

次のとおり実施する。

平成�	年
月��日

島根県人事委員会委員長 中 村 寿 夫

� 受付期間

平成�	年
月��日（月）～同年�月�日（金）

受付時間は、午前時��分から午後
時まで（日曜日及び土曜日を除く。）。郵送による場合は、�月�日までの消

印のあるものに限り受け付ける。インターネットによる場合は、
月��日（金）午後
時までに到着したものに限り受

け付ける。

� 試験区分、採用予定人員及び職務内容

注 � 受験の申込みは、いずれか一の試験区分に限る。

� 申込受付後の試験区分の変更は認めない。

� 採用予定人員は、変更する場合がある。

� 受験資格

� 年齢、学歴、資格等

第�����号 平成�	年
月��日 (	)

試験区分
採用予定

人 員
職 務 内 容

行 政 �名 島根県の諸機関に勤務し、行政事務に従事

心 理 �名
島根県の諸機関に勤務し、児童、家族又は障害者の支援に関する心理診断・指導・相談

等の業務に従事

土 木 �名
島根県の諸機関に勤務し、道路・河川・港湾・都市計画等に関する計画・設計・積算・

施工管理等の業務に従事

農 業 �名 島根県の諸機関に勤務し、農業の振興、農業生産技術の普及指導等の業務に従事

建 築 �名
島根県の諸機関に勤務し、建築・住宅行政を推進するとともに、県有建築物に関する企

画・設計・施工管理等の業務に従事

化 学 �名
島根県の諸機関に勤務し、環境行政及び廃棄物行政等の事務又は環境に関する試験研究

に従事

警察事務 �名 島根県警察の諸機関に勤務し、警察事務に従事

試験区分 年 齢 ・ 学 歴 等

全試験区分 次のいずれかに該当する者

ア 昭和��年�月�日から昭和��年�月�日までに生まれた者

イ 昭和��年�月�日以降に生まれた者で、学校教育法による大学（島根県人事委員会が同等と認

めるものを含み、短期大学を除く。以下「大学」という。）を卒業した者又は平成��年�月��日

までに卒業見込みの者
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� 次の各号に該当しない者

ア 日本の国籍を有しない者（試験区分「心理」を除く。）

イ 成年被後見人又は被保佐人（経過措置による準禁治産者を含む。）

ウ 禁錮
こ

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

エ 島根県の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から�年を経過しない者

オ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党

その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

� 試験の日時、試験地、試験場及び合格発表

� 試験の種目、配点及び内容

注 第�次試験において､ 試験区分 ｢建築｣ については､ ｢建築設計｣ の筆記実技試験 (配点���点) も行う｡

� 専門試験出題分野

第��	
	号 平成��年�月��日(��)

区分 日 時 試験地及び試験場 合 格 発 表

第

�

次

試

験

平成��年�月��日（日）

受付時間

：��～�：��

試験時間

�：��～��：��

松
江
市

島根大学教養�号館

（松江市西川津町）

�月�日に県庁前掲示板に合格者の

受験番号を掲示するほか、受験者（棄

権者を除く）に結果を通知する。

浜
田
市

島根県立大学（浜田キャンパス）

（浜田市野原町）

東
京
都

明治学院大学白金キャンパス本館

（港区白金台）

大
阪
府

大阪経済大学Ｂ館

（大阪市東淀川区）

第�

次
試
験

�月下旬に松江市で実施する予定（第一次試験合格通知の際に通

知する。）

月��日に県庁前掲示板に合格者の

受験番号を掲示するほか、受験者（棄

権者を除く）に結果を通知する。

区 分 試験種目及び配点 内 容

第�次試験
教養試験（���点）

公務員として必要な知識及び知能についての択一式（必須問題及び選択問題）

による大学卒業程度の筆記試験

専門試験（���点） 専門的な知識及び能力についての択一式による筆記試験

第�次試験

面接試験（���点）
職務遂行能力等をみる目的での個別面接（事前に自己紹介書の提出）

試験区分「行政」は集団討論も行う

論文試験（���点） 文章による表現力、課題に対する理解力等の試験

適性検査 職務遂行に必要な適性の検査

身体検査 職務遂行に必要な健康度を有するかどうかの検査（健康診断書の提出）

試験区分 出 題 分 野

行 政 政治学、行政学、憲法、行政法、民法、刑法、労働法、経済学、財政学、社会政策、国際関係

警察事務

心 理 一般心理学（心理学史、発達心理学及び社会心理学を含む）、教育心理学、応用心理学、社会調査、

統計学

土 木 数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、都市計画、土木計画、材料・施工

農 業 栽培学汎論、作物学、園芸学、育種遺伝学、植物病理学、昆虫学、土壌肥料学、植物生理学、畜産一

般、農業経済一般
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� 受験手続

� 申込書の交付

ア 申込書は、島根県人事委員会事務局、島根県庁�階受付、隠岐支庁県民局、県内各県民センター、県民センター

各地域事務所、島根県東京事務所、島根県大阪事務所及び島根県広島事務所で交付する。

イ 申込書を郵便で請求する場合は、封筒の表に「大卒程度請求」と朱書し、���円切手をはったあて先明記の返信

用封筒（角形�号）を同封して、島根県人事委員会事務局あて請求すること。

� 受験の申込み

所定の申込書に必要な事項を記入し、島根県人事委員会事務局に提出するか、又は島根県人事委員会のホームペー

ジの申込画面からインターネットにより申し込むこと。申込書を郵送する場合は、封筒の表に「大卒程度申込」と朱

書し、配達記録郵便又は簡易書留郵便にすること。

� 合格から採用まで

� 合格者は、それぞれの試験区分ごとに採用候補者名簿に登載され、各任命権者の請求に応じて成績順に推薦され、

そのうちから採用者が決定される。

なお、採用候補者名簿の有効期間は、名簿確定の日から原則として�年間とする。

� 資格又は免許の取得見込みを要件として受験した者が、所定の時期までに資格又は免許を取得できなかった場合

や、上記�の受験資格を満たさない場合は採用される資格を失う。

	 給与

初任給は、平成�
年�月�日現在、原則として次のとおりである。このほか、給与条例等の定めに従い、扶養手当、

通勤手当、期末手当、勤勉手当等の諸手当が支給される。（学校卒業後の経歴を有する者については、その経歴に応じ

て給料月額を決定する。）

なお、給与については本県の財政事情により、現在、一定割合の減額措置を実施している。

� � � � � � �

�	
���������

労働関係調整法（昭和��年法律第��号）第��条の規定に基づき委嘱したあっせん員候補者について、労働関係調整法施

行令（昭和��年勅令第��号）第�条及び労働委員会規則（昭和�年中央労働委員会規則第�号）第��条第�項の規定に

よりその氏名、現職、経歴等を次のとおり告示する。

平成�
年�月��日

島根県労働委員会会長 近 藤 正 三

第�����号 平成�
年�月��日 (��)

建 築 数学・物理、構造力学、材料学、環境原論、建築史、建築構造、建築計画、都市計画、建築設備、建

築施工

化 学 数学・物理、物理化学、分析化学、無機化学、無機工業化学、有機化学、有機工業化学、化学工学

試 験 区 分 学 歴 年 齢 初任給月額

全試験区分 大学卒 ��歳 �������円

氏 名 現 職 経 歴 委嘱年

淺田 憲三 弁護士
島根県弁護士会会長
第��～�期労委委員

平成��年

小村 修 島根地方社会保険医療協議会委員
島根県商工労働部長
島根県市長会事務局長
第�期労委委員

平成��年



平成��年�月��日 印刷
平成��年�月��日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 �����円

（送料共)

島 根 県 報

� �

平成��年	月�
日付け島根県報第����号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

第���
�号 平成��年�月��日(��)

近藤 正三 島根大学名誉教授
島根大学教授
第�、��、��、��～��期労委委員

昭和��年

田村 達久 島根大学大学院法務研究科准教授 �地方自治総合研究所研究員 平成��年

林 周一郎 ㈲マツジョウ常務
㈱山陰中央新報社経営企画室業務推進役兼論
説委員
第��期労委委員

平成�
年

門脇 弘晃 �島根県東部勤労者共済会専務理事 自治労島根県本部書記長 平成��年

佐藤 伸廣
日本労働組合総連合会島根県連合会副会長
ＵＩゼンセン同盟島根県支部長

京都府労委委員
第��期労委委員

平成��年

田中 義夫

全日通労働組合島根県支部執行委員長
日本労働組合総連合会島根県連合会執行委
員
運輸労連島根県連合会執行委員長

島根県地方労働審議会委員 平成��年

永野 春樹
日本労働組合総連合会島根県連合会副会長
三菱農機労働組合執行委員長

三菱農機労働組合中央書記長
第��期労委委員

平成�
年

矢倉 淳 日本労働組合総連合会島根県連合会会長
日本労働組合総連合会島根県連合会事務局長
第��～��期労委委員

平成��年

井田 敬三 �島根県経営者協会専務理事
㈱山陰合同銀行検査部長
第��、��期労委委員

平成�年

江田 小鷹
�島根県経営者協会常任理事
三和興業㈱代表取締役社長
出雲商工会議所会頭

出雲商工会議所副会頭
第�
～��期労委委員

平成��年

杉谷 雅祥
山陰クボタ水道用材㈱代表取締役社長
島根県中小企業団体中央会副会長
島根県法人会連合会会長

島根県中小企業団体中央会常任理事
第��～��期労委委員

平成��年

櫨山 陽介
�島根県経営者協会常任理事
浜田ガス㈱代表取締役社長
浜田商工会議所副会頭

日本ガス協会中国部会理事
第��～��期労委委員

平成��年

原田 和夫 三菱農機㈱常務取締役
三菱重工業㈱下関造船所副所長
第��期労委委員

平成�
年

西村 利夫 島根県労働委員会事務局長 島根県隠岐支庁県民局長 平成��年

雲石 達生 島根県労働委員会事務局審査調整課長
島根県環境生活部環境生活総務課管理監（消
費生活室長）

平成��年
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